
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

調
停
に
よ
る
国
際
的
な
和
解
合
意
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第

八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
商
事
紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
の
調
停
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
調
停
に
よ
る
国
際
的
な
和
解
合
意
の
執

行
等
に
関
す
る
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
十
年
）
十
二
月
二
十
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

開
催
さ
れ
た
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
九
月
十
二
日
に
発
効
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
六
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
条
件
の
下
に
、
か
つ
、
自
国
の
手
続
規
則
に
従
っ
て
、
和
解
合
意
を
執
行
す
る
。

二
、
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
和
解
合
意
を
援
用
す
る
当
事
者
が
和
解
合
意
を
援
用
す
る
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

三
、
救
済
を
求
め
ら
れ
た
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
救
済
の
付
与
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
に
つ
い
て
規
定
す

る
。

四
、
和
解
合
意
に
関
す
る
申
立
て
又
は
請
求
が
裁
判
所
、
仲
裁
廷
又
は
そ
の
他
の
権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
て
お

り
、
二
の
規
定
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
た
救
済
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
救
済
を
求
め
ら
れ
た
締
約
国



二

の
権
限
の
あ
る
機
関
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
決
定
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
一

方
の
当
事
者
の
要
請
に
応
じ
、
相
当
な
担
保
を
立
て
る
こ
と
を
他
方
の
当
事
者
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
締
約
国
は
、
和
解
合
意
の
当
事
者
が
こ
の
条
約
の
適
用
に
合
意
し
た
限
度
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
条
約
を
適
用
す
る
こ
と

等
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
い
ず
れ
か
の
国
が
、
こ
の
条
約
を
批
准
し
、
受
諾
し
、
若
し
く
は
承
認
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
条

約
は
、
当
該
国
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
六
箇
月
で
当
該
国
に
つ
い
て
効
力
を
生

ず
る
。


